
川崎市妊産婦等生活援助事業実施要綱 

            ６ 川 こ 児 第 ２ ３ ６ ０ 号  

      令和６年７月２２日市長決裁  

 （目的） 

第１条 この要綱は、家庭生活に支障が生じている特定妊婦や出産後の

母子等（以下「特定妊婦等」という。）に対する支援の強化を図るた

め、生活すべき住居に入居又は当該事業に係る事業所その他の場所に

通いによる食事の提供、その他日常生活を営むために必要な便宜の供

与、その者の監護すべき児童の養育に係る相談及び助言、乳児院、母

子生活支援施設やその他関係機関との連絡調整、特別養子縁組に係る

情報の提供やその他の必要な支援を行うことで、支援が必要な特定妊

婦等が安心した生活を行うことができるよう支援するため、国通知

「妊産婦等生活援助事業の実施について」（こ支家第１８４号令和６

年３月２９日付こども家庭庁支援局長通知）に基づき実施する川崎市

妊産婦等生活援助事業（以下「本事業」という。）の実施について必

要な事項を定めるものとする。 

（本事業の実施体制） 

第２条 本事業の実施主体は、川崎市とする。ただし、本事業の一部を

適切な運営を行うことができると認められる事業者に委託することが

できるものとする。 

（対象者） 

第３条 本事業の対象となる者は、市内在住者であって、次のいずれか

に該当する者及びその者の監護すべき児童とする。 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第６条の３第５項に規定する特定妊婦 



（２）特定妊婦が出産した場合など、出産後においても引き続き支援を

行うことが特に必要と認められる産婦 

（３）その他、本市が必要と認めた者 

（実施体制） 

第４条 本事業の実施に当たっては、委託を受けた事業者（以下「委託

事業者」という。）は、各妊産婦等生活援助事業所（以下「事業所」

という。）に次に掲げる職員を配置すること。 

（１）支援コーディネーター（管理者）（以下「管理者」という。） 

（２）保健師、助産師又は看護師の資格を有する者 

（３）母子支援員 

２ 管理者は、事業所の適切な運営を管理するほか、支援計画の策定や

関係機関との連絡調整を適切に行うことができる者でなければならな

い。 

（事業内容） 

第５条 本事業の実施にあたっては、事業所は、第１号から第３号まで

に掲げる内容を行わなければならない。 

（１）支援計画の策定 

ア 管理者は、第３号の支援を行う際には必ず、支援計画を策定し

なければならない。また、第２号の支援を行う場合においても、

必要があると判断する場合には、支援計画を策定することとす

る。 

イ 管理者は、支援計画の策定に当たっては、利用者の意向を十分

に踏まえるとともに、利用者の心身の状況や生活状況など、必要

な情報を収集した上でアセスメントを行い、支援上の課題、課題

解決のための支援目標、目標達成のための具体的な支援内容や方



法などを定め、事前に利用者に対して支援計画の内容を十分に説

明し、利用者が主体的に取り組めるよう配慮しなければならな

い。その際、利用者の現在の生活状況等を踏まえ、将来の生活設

計等を考慮した支援計画としなければならない。また、必要に応

じて区や児童相談所、児童福祉施設、医療機関、就業支援機関等

の関係機関の意見を踏まえ、策定しなければならない。 

ウ 利用者が出産後のこどもについて特別養子縁組を希望する場合

には、特別養子縁組に向けた取組について支援計画に盛り込み、

児童相談所又は養子縁組あっせん機関と連携の上、必要な支援を

行わなければならない。 

エ 利用者の生活状況等に変化が生じた場合には、変化の状況に応

じて速やかに支援計画の見直しを行うとともに、必要に応じて関

係機関とも共有しなければならない。 

オ 支援計画は、支援終了後、少なくとも事業実施年度の翌年度か

ら起算して５年間は適切に管理・保管しなければならない。 

（２）相談支援 

ア 管理者その他の事業者の職員は、利用者の抱える妊娠葛藤相談

（中絶等に悩む者を含む）やこどもの養育相談、自立に向けた相

談（養子縁組成立後の各種相談を含む）その他健康管理、金銭管

理、食事、余暇活用、対人関係など、日常生活及び社会生活を営

むために必要な相談支援を行うものとする。 

イ 管理者その他の事業者の職員は、相談支援を行うに当たって

は、職員の専門性を活かした助言等を行わなければならない。ま

た、相談を受けた際、単に情報提供や助言等を行うだけではな

く、医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続等への同行支



援など、対象者のニーズに応じた適切な支援を心掛けなければな

らない。 

ウ 相談支援の方法は、事業所への来所、利用者の自宅等への訪

問、電話、メール等の活用など、利用者の心身や生活状態等に応

じ、様々な形態での相談対応を行うものとする。 

  エ 相談支援に係る利用者の基礎的事項、相談内容及び支援状況等

を記録するとともに、少なくとも事業実施年度の翌年度から起算

して５年間は適切に管理・保管しなければならない。 

（３）生活支援 

ア 利用者は、事業所への通い、入居または職員による自宅への訪

問により、その居場所を確保し、衣類等の日用品の貸与や、食事

の提供を受けることができる。 

イ 管理者その他の事業者の職員は、策定した支援計画に基づき、

利用者に寄り添いながら、家事・育児等の日常生活上の援助を行

うものとする。 

ウ 居場所の提供に当たっては、対象者の安全及び衛生の確保並び

にプライバシーの保護に配慮するとともに、事業所内外でのトラ

ブルを防止するため、利用における遵守事項をあらかじめ定める

こと。  

エ 管理者その他の事業者の職員は、利用者が自立した生活を営め

るよう、身体及び精神の状況並びにその他置かれている環境等に

応じて、次の支援を行うものとする。 

  （ア）健康管理、金銭管理、食事、余暇活動、対人関係その他自立

した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・支援等 

  （イ）利用者の状況に応じた家庭環境の調整 



  （ウ）就業への取組姿勢及び職場の対人関係についての相談・支援

等 

  （エ）利用者の職場を開拓するとともに、安定した職業に就くため

の相談・支援等及び就業先との調整 

（オ）医療機関や行政手続き、就労支援機関等への同行支援 

（カ）地域生活への移行支援（母子生活支援施設の移行支援等含

む） 

  （キ）支援を終了した者に対する生活相談その他の援助 

  （ク）関係機関との連携 

オ 事業所等への入居による支援を受ける場合は１回あたり１４日

以内を原則とする。ただし、利用者の状況を踏まえ、必要がある

と認めるときは必要最小限の範囲で延長を行うことを可とする。 

カ 入居による支援の延長及び終了に関する判断は、事業所が関係

機関と十分に協議の上、連携をして行うものとする。 

（設備） 

第６条 本事業の実施にあたっては、事業所は、次の第１号から第４号

までに規定する設備を設けなければならない。 

（１）事務室 

（２）相談室 

（３）利用者が一般的な生活をするために必要な設備 

（４）その他、事業を実施するために必要な設備 

２ 事業の実施にあたり、前項各号の設備等が棄損し、修繕等の必要が

生じた場合や、設備の改修、備品類の購入を行う場合については、川

崎市に対して事前に書面にて協議を行うものとする。ただし、委託開

始日以降に生じたものに限る。 



（利用に向けた調整） 

第７条 区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）

（以下「地域みまもり支援センター」という。）や児童相談所等関係

機関は、本事業の利用につなげる必要性の高い対象者がいる場合は、

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室児童福祉担当（以下「児童福

祉担当」という。）あてに連絡を行う。 

２ 児童福祉担当は、事業所と連絡を行い、事業所の状況等を確認の

上、利用に向けて調整を図るものとする。 

（利用の申請） 

第８条 前条の調整に基づき、本事業の利用を希望する対象者は川崎市

妊産婦等生活援助事業利用申請書（第１号様式。以下「申請書」とい

う。）をこども未来局児童家庭支援・虐待対策室長（以下「室長」と

いう。）あて提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の作成に当たり、地域みまもり支援センターや児童相

談所等関係機関の職員は、申請に向け、事業利用に関する助言や必要

事項の記載に関するサポート等を行うものとする。 

（承認手続等） 

第９条 室長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審

査し、利用の可否の決定を行い、承認したときは、川崎市妊産婦等生

活援助事業利用承認通知書（第２号様式）により、不承認としたとき

は、川崎市妊産婦等生活援助事業利用不承認通知書（第３号様式）に

より、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により、本事業の利用を承認したときは、川崎市妊産婦

等生活援助事業利用承認通知書（第４号様式）により、委託事業者に

通知するものとする。 



（委託料の支払い） 

第１０条 市長は、委託事業者から、本事業の委託料の請求を受けた場

合は、請求書、実施報告書、実績報告書等の内容を審査し、適当と認

めたときは、当該請求書を受理した日から起算して３０日以内に、委

託料を支払うものとする。 

（記録の整備） 

第１１条 委託事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、第５条

第１号オ及び同条第２号エのほか、事業の運営に関する事項を記録

し、少なくとも実施年度の翌年度から起算して５年間は適切に管理・

保管しなければならない。 

 （事故報告等） 

第１２条 児童福祉担当が承知しておくべき事故等が事業所等にて発生

した場合、委託事業者は速やかに児童福祉担当に口頭報告の上、必要

に応じて利用者への対応について協議を行うものとし、その後も児童

福祉担当と必要な連絡及び情報交換を綿密に行い、迅速かつ適切な解

決のため連携を図るものとする。 

２ 前項の報告は、別紙に記載する方法により行うものとし、文書によ

る報告が必要となる場合は、事故報告書（第５号様式。以下「事故報

告書」という。）により、報告するものとする。 

３ 法第３３条の１０第１項各号に規定する被措置児童等虐待が疑われ

る行為があったことを委託事業者、地域みまもり支援センター又は児

童相談所等関係機関が把握した場合は、速やかに児童福祉担当に報告

し、対応を協議するものとする。また、委託事業者は、児童福祉担当

の指示を受け、事故報告書により報告を行い、児童福祉担当による各

種調査に応じなければならない。 



（報告及び調査）  

第１３条 前条に定めるもののほか、市長は、委託事業者による本事業

の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員をして記録

その他必要書類の調査をさせることができる。  

（秘密の保持） 

第１４条 本事業の関係者は、秘密保持に最大の配慮を払うとともに、

本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に利用してはならな

い。なお、人事異動等により本事業の担当業務を離れた後や、退職を

した後も同様とする。 

（委任）  

第１５条 この要綱に規定するもののほか、この事業の実施に関し必要

な事項は、こども未来局長が別に定めるものとする。 

附  則 

この要綱は、令和６年７月２２日から施行する。 

附  則 

この要綱は、令和６年１１月１３日から施行する。 

附  則 

この要綱は、令和８年２月１８日から施行する。 

  



別紙 

事故等発生時の報告目安 

 

 

 

※文書報告が必要な事故等が発生した場合、速やかに口頭報告を行った後、
文書報告を行うこと。 

報
告
不
要 

１ 人的被害に係る軽微な事案 
（１）利用者またはそのこどもの病気及び怪我等で軽易なもの 

・転倒等による軽度の打撲、切り傷、擦り傷 
・風邪、軽度の体調不良 等  
※医療機関の受診や継続的な治療を要しないもの  

口
頭
報
告 

文
書
報
告
※ 

１ 人的被害に係る事案 
（１）利用者のこどもの死亡 
 ・乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ） 

・疾病、事故等による死亡（原因を問わない） 
（２）利用者またはそのこどもが重篤な傷病を負った事案 
（３）医療機関の受診、投薬、入院、救急搬送等を要した事故 

※職員の関与の有無を問わない 
 
２  利用者の行動に係る事案 
（１）自傷行為、他害行為、器物損壊 
（２）失踪・無断外泊 
（３）その他、警察対応を伴う行為 
 
３  職員の関与又は職務上の不作為が認められる事故 
（１）怪我、アレルギー症状の発現、食中毒、誤薬 
（２）こどもの転倒、転落、入浴中の溺水 
 ※職員による直接的な行為によるもののほか、必要な見守り、

確認、対応を行わなかったことに起因するものを含む。 
 
４  権利侵害・不適切対応に係る事案 
（１）被措置児童等虐待（体罰・暴言等）が疑われるもの 

・人格を尊重しない関わり 
・物事を強要・強迫する関わり 
・差別的な言動・対応 等  

 
５  管理運営・外部要因に係る事案 
（１）情報管理・コンプライアンスに係るもの 
 ・個人情報の漏洩 
 ・職員による犯罪行為 
（２）外部要因・安全確保に係るもの 

・地域とのトラブル 
・ＤＶ加害者等の訪問や追跡 
・災害による被害（人的被害・建物被害） 

（３）組織対応上の重要事案に係るもの 
・施設の安全管理運営に関する重大な問題 
・報道対応が必要となる事案 

事
故
・
事
件
・
ト
ラ
ブ
ル
等 
発
生 

１ 利用者の行動に係る軽微な事案 
（１）故意でなく備品を破損したもの 
（２）事前相談のない外出を繰り返すもの 

※安全上の重大性が低い場合 
（３）利用者同士の軽微なトラブル 等  


